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投資信託保有口座、課税口座55％ 
「つみたてＮＩＳＡ」口座が増加 

 

投資信託協会が、全国の20歳～79歳の男女個人２万人を対象に2023年９月に実施した「投資信託に関す

るアンケート調査」結果によると、投資信託を保有している口座は、課税口座（特定口座・一般口座）

が55.0％（前年比▲8.5ポイント）、つみたてＮＩＳＡが 42.6％（同10.6ポイント増）、一般ＮＩＳＡ

が33.7％（同▲4.4ポイント）、iDeCo が16.1％（同0.6ポイント増）となった。つみたてＮＩＳＡでの

保有は全ての年代で前年より増加。 

投資信託の現在保有層の投資信託の積立投資（つみたてＮＩＳＡに限らない）の利用状況をみると、「利

用している」が64.6％、「利用していない」が35.4％で、「利用している」が前年に比べ7.2ポイント増

えた。 

20代、30代は「利用している」がそれぞれ82.5％、82.4％と80％を超えており、30～70代の全ての世代

で「利用している」が昨年より増加している（20代のみが▲3.5ポイント減）。 

投資信託の購入意識をみると、投資信託の優れている点（複数回答）については、投資信託の現在保有

層・保有経験層は「少額でも分散投資ができる」が52.5％、「積立投資ができる」が32.6％、「専門知

識や時間がなくても投資ができる」が 32.2％の順で回答が多い。これに対し、保有未経験層は「わから

ない・特にない」が56.9％で、保有未経験層に対し、投資信託の機能や特徴をいかに伝えていくかが課

題となっている。 

 

 

法人版事業承継税制等の見直し 
承継計画の提出期限を２年延長 

 

2024年度税制改正では、法人版事業承継税制における特例承継計画の提出期限が2026年３月末まで２年

間、また、個人版事業承継税制における個人事業承継計画の提出期限についても２年間それぞれ延長さ

れる。 

法人版事業承継税制は、2018年度税制改正において、2018年１月から10年間の特例措置として、2024年

３月末までに特例承継計画の提出がなされた事業承継について抜本的拡充を行われている。 

具体的には、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限（総株式数の３分の２ま

で）の撤廃や、納税猶予割合の引上げ（80％から100％）等がされた特例措置が創設された。 

2024年度税制改正では、この特例措置について、コロナの影響が長期化したことを踏まえ、会社の後継

者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」の提出期限が2026年３月末まで２年延長さ

れる。 

この特例措置は、日本経済の基盤である中小企業の円滑な世代交代を通じた生産性向上が待ったなしの

課題であるために事業承継を集中的に進める観点の下、贈与・相続時の税負担が生じない制度とするな

ど、極めて異例の時限措置としていることを踏まえ、2027年12 月末までの適用期限については今後と

も延長を行わない。あわせて、個人版事業承継税制における個人事業承継計画の提出期限についても２

年延長される。 

 


